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・平成30年11月27日，氏名欄記載の各司法修習生の実務修習の場所を配属地櫛記載の修習地に
所在する地方裁判所，地方検察庁及び所在弁護士会と定めた。
・平成80年11月27日，本名簿記載のとおり組。番号及び修習班を定めた。 ．
、身上報告書により，又は11月21日までに書面により旧姓使用の申出をした者に対しては， 11
月27日から，氏名欄記載のとおり旧姓使用を開始するd
なお，身分。旅費法に基づく請求等については使用の対象とならない。
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・平成30年11月27日，氏名欄記載の各司法修習生の実務修習の場所を配属地欄記載の修習地に
所在する地方裁判所，地方検察庁及び所在弁護士会と定めた。
。平成30年1、1月27日，本名簿記載のとおり組・番号及び修習班を定めた。
、身上報告書により， .又は11月21日までに書面により旧姓使用の申出をした者に対しては’ 11
月27日から，氏名欄記載のとおり旧姓使用を開始する。
なお，身分・旅費法に基づく請求等については使用の対象とならない。
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・平成30年11月27日，氏名欄記載の各司法修習生の実務修習の場所を配属地欄記載の修習地に
所在する地方裁判所，地方検察庁及び所在弁護士会と定めた。
・平成30年11月27日，本名簿記載のとおり組。番号及び修習斑を定めた。
・身上報告書により，又は11月21日までに書面により旧姓使用の申出をした者に対しては6 11
月27日から，氏名欄記載のとおり旧姓使用を開始する。
なお，身分・旅費法に基づく請求等については使用の対象とならない。
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・平成30年11月27日，氏名欄記載の各司法修習生の実務修習の場所を配属地欄記載の修習地に
所在する地方裁判所，地方検察庁及び所在弁護士会と定めた。
・平成30年11月27日，本名簿記載のとおり組・番号及び修習斑を定めた。
・身上報告書により，又は11月21日までに書面により旧姓使用の申出をした者に対しては， 11
月27日から，氏名欄記載のとおり旧姓使用を開始する。
なお，身分。旅費法に基づく請求等については使用の対象とならない。



平成30年度（第72期）司法修習生クラス名簿

5組

(民裁）

(刑裁）

’
’
北嶋典子

加藤 陽

占部 祥

神原千郷

北川朝恵

教官 (検察）
－

(民弁）

(刑弁）

番号｜ 氏名 ｜配属地,班 ’ |配属地|班 ’ 番号｜ 氏名 I配属地班 ’I 番号 氏名
I

一 一ー

ヤ

I

－▲

■ ’
・平成30年11月27日,氏名欄記載の各司法修習生の実務修習の場所を配属地欄記載の修習地に
所在する地方裁判所，地方検察庁及び所在弁護士会と定めた。
・平成.30年11月27日，本名簿記載のとおり組･番号及び修習斑を定めた。
・身上報告書により，又は11月2．1日までに書面により旧姓使用の申出をした者に対しては’ 11
月27日から，氏名欄記載のとおり旧姓使用を開始する。
なお，身分。旅費法に基づく請求等については使用の対象とならない。
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・平成30年ｴ．1月27日，氏名欄記載の各司法修習生の実務修習の場所を配属地欄記載の修習地に
所在する地方裁判所，地方検察庁及び所在弁護士会と定めた。
・平成30年11月27日，本名簿記載のとおり組・番号及び修習班を定めた。 ノ
”身上報告書により，又は11月2ユ日までに書面により旧姓使用の申出をした者に対しては， 11
月27日から，氏名棚記載のとおり旧姓使用を開始する｡．
なお，身分・旅費法に基づく請求等については使用の対象とならない。
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・平成30年11月27日,.氏名欄記載の各司法修習生の実務修習の場所を配属地欄記載の修習地に
所在する地方裁判所，地方検察庁及び所在弁護士会と定めた。
・平成30年1.1.月27日，本名簿記載のとおり組・番号及び修習班を定めた。
・身上報告書により，又は11月21日までに書面により旧姓使用の申出をした者に対しては， 11
月27日から，氏名欄記載のとおり旧姓使用を開始する。
なお，身分・旅費法に基づく請求等については使用の対象とならない。
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・平成30年11月27日メ氏名欄記載の各司法修習生の実務修習の場所を配属地欄記載の修習地に
所在する地方裁判所地方検察庁及び所在弁護士会と定めた。 ．
。平成30年11月27日，本名簿記載のとおり組・番号及び修習班を定めた｡．
，身上報告書により，又は1．1月21日までに書面により旧姓使用の申出をした者に対しては， 11
月27日から,氏名欄記載のとおり旧姓使用を開始する。
なお，身分･旅費法に基づく請求等については使用の対象とならない。
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・平成30年1ユ月27日，氏名欄記載の各司法修習生の実務修習の場所を配属地棚記載の修習地に
所在する地方裁判所，地方挨察庁及び所在弁護士会と定めた。
・平成30年11月27日，本名簿記載のとおり組・番号及び修習斑を定めた。
・身上報告書により，又は11月21日までに書面により旧姓使用の申出をした者に対しては， 11
月27日から，氏名欄記載のとおり旧姓使用を開始する。
なお，身分.･旅費法に基づく請求等については使用の対象とならない。
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･平成30年11月27日，氏名欄記載の各司法修習生の実務修習の場所を配属地欄記載の修習地に
所在する地方裁判所，地方検察庁及び所在弁護士会と定めた。 ．
・平成30年11月27日，本名簿記載のとおり組．番号及び修習班を定めた。
・身上報告書により，又ほ1エ月21日までに書面により旧姓使用の申出をした者に対しては， 11
月27日から,､氏名欄記載のとおり旧姓使用を開始する。
なお，身分・旅費法に基づく請求等については使用の対象とならない。
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・平成30年11月27･日，氏名欄記載の各司法修習生の実務修習の場所を配属地欄記載の修習地に
所在する地方裁判所，地方検察庁及び所在弁護士会と定めた。
。平成30年11月27日，本名簿記載のとおり組．番号及び修習垂を定めた。
･身上報告書により，又は11月21日までに書面により旧姓使用の申出をした者に対しては， 11
月27日から，氏名欄記載のとおり旧姓使用を開始する。
なお，身分・旅費法に基づく請求等については使用の対象とならない。
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。平成30年11月27B,氏名欄記載の各司法修習生の実務修習の場所を配属地欄記戟の修習地に
所在する地方裁判所，地方検察庁及び所在弁護士会と定めた。‘
・平成30年11月27日，本名簿記載のとおり組．番号及び修習班を定めた。
。身上報告書により，又は11月21日までに書面により旧姓使用の申出をした者に対しては， 11
月27日から，氏名欄記載のとおり旧姓使用を開始する。
なお；身分α旅費法に基づく,請求等につし､ては使用の対象とならない。
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・平成30年11月.27日，本名簿記載のとおり組・番号及び修習斑を定めた。 ．
。身上報告書により，又は11月21日までに書面によ･り旧姓使用の申出をした者に対しては， 11
月27日から，氏名欄記載のとおり旧姓使用を開始する。
なお，身分・旅費法に基づく請求等については使用の対象とならない。
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・平成30年11月27B,氏名欄記載の各司法修習生の実務修習の場所を配属地欄記載の修習地に
所在する地方裁判所，地方検察庁及び所在弁護士会と定めた。
・平成30年11月27日，本名簿記載のとおり組･番号及び修習証を定めた。
・身上報告書により，又は11月21日までに書面により旧姓使用の申出をした者に対しては， 11
月27日から，氏名欄記載のとおり旧姓使用を開始する。
なお，身分・旅費法に基づく請求等については使用の対象とならない。

9
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．､平成30年11月27日,.氏名欄記載の各司法修習生の実務修習の場所を配属地欄記載の修習地に
所在する地方裁判所，地方検察庁及び所在弁護士会と定めた。
・平成30年11月27日，本名簿記載のとおり組・番号及び修習班を定めた。
・身上報告書により，又は11月21日までに書面により旧姓使用の申出をした者に対しては， 11
月27日から，氏名欄記載のとおり旧姓使用を開始する。
なお，身分・旅費法に基づく請求等については使用の対象とならない。
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’
、平成30年1．1月27日，氏名欄記載の各司法修習生の実務修習の場所を配属地欄記載の修習地に
所在する地方裁判所，地方検察庁及び所在弁護士会と定めた｡ ．
・平成30年1．1月27日，本名簿記載のとおり組・番号及び修習斑を定めた。
号身上報告書により，又は11月21日までに書面により旧姓使用の申出をした者に対しては， 11
月27日から，氏名欄記載のとおり旧姓使用を開始まる。
なお，身分・旅費法に基づく請求等については使用の対象とならない。
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。平成30年11月27日，氏名欄記載の各司法修習生の実務修習の場所を配属地欄記載の修習地に
所在する地方裁判所，地方検察庁及び所在弁護士会と定めた。 ‘
-．平成30年11月27日，本名簿記載のとおり組・番号及び修習薮を定めた。 ‘
・身上報告書により，又は11月2．1日までに書面により旧姓使用の申出をした者に対しては， 11．
月27日から,氏名欄記載のとおり旧姓使用を開始する。
なお，身分・旅費法に基づく．請求等については使用の対象とならない。
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・平成30年11月27‘日，氏名欄記載の各司法修習生の実務修習の場所を配属地欄記載の修習地に
所在する地方裁判所，地方検察庁及び所在弁護士会と定めた。
・平成3'O年･11月27日，本名簿記載のとおり組・番号及び修習班を定めた。
・身上報告書により；又は11月21日までに書面により旧姓使用の申出をした者に対しては， 11
月27日から，氏名欄記載のとおり旧姓使用を開始する。
なお，身分・旅費法に基づく請求等については使用の対象とならない。
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･平成30年11月27日，氏名欄記載の各司法修習生の実務修習の場所を配属地欄記載の修習地に
所在する地方裁判所，地方検察庁及び所在弁護士会と定めた｡‘
・平成30年11月27日，本名簿記載のとおり組・番号及び修習班を定めた。
・身上報告書により，又は11月21日までに書面により旧姓使用の申出をした者に対しては， 11
月27日から，氏名欄記載のとおり旧姓使用を開始する。 ．
なお，身分・旅費法に基づく請求等については使用の対象とならない。
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一－－－－－
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・平成30年エエ月27日，氏名欄記載の各司法修習生の実務修習の場所を配属地欄記載の修習地に
所在する地方裁判所，地方検察庁及び所在弁護士会と定めた。 -
．平成30年11月27日，本名簿記載のとおり組・番号及び修習班を定めた。 ．
，身上報告書により，又は11月21日までに書面により旧姓使用の申出をした者に対しては, ユユ
月27日から，氏名柵記載のとおり旧姓使用･を開始する。
なお，身分・旅費法に基づく請求等については使用の対象とならない。
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－一一 一－

’ 円
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・平成80年11月27日，氏名欄記載の各司法修習生の実務修習の場所を配属地欄記載の修習地に
所在する地方裁判所，地方検察庁及び所在弁護士会と定めた。
・平成30年11月27日，本名簿記載のとおり組・番号及び修習斑を定めた｡、
6身上報告書により，又は11月21日までに書面により旧姓使用の申出をした者に対しては； 11
月27日から,､氏名桶記載のとおり旧姓使用を開始する。
なお，身分・旅費法に基づく請求等については使用の対象とならない。
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原琢己
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(民裁）
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(検察）
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(刑弁） ’

番号｜ 氏宅 |配属地|班 ’ 氏名 ｜配属地1班
キ

番号｜ 氏名 配属地|班|番号I ’
1

’

I

・平成30年11月27日，氏名欄記載の各司法修習生の実務修習の場所を配属地欄記載の修習地に
所在する地方裁判所,地方検察庁及び所在弁護士会と定めた6
．平成30年11月27日，本名簿記載のとおり組．番号及び修習班を定めた｡｡g
、身上報告書により，又は11月21日までに書面により旧姓使用の申出をした者に対しては’ 11
月27日から，氏名欄記載のとおり旧姓使用を開始するb
なお，身分，旅費法に基づく請求等については使用の対象とならない。


